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雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
ع 同一企業内における正規・非正規の৑のਂ合৶な待遇差の解଎ ع
（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正）

① ਂ合৶な待遇差をなくすための規定の整備
（１）パートタイム労働者・有期雇用労働者・・・・・・ 2
（２）派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

【参考】「同一労働同一൛সガイドライン੧」の概要・・・・・ ４

② 労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化・・・・・ ５

③ ষ৆による事業主への助言・指導等や
裁判外紛争解決手続(ষ৆ＡＤＲ)の規定の整備・・・・・・ 5

ৄઉしの৯৓

ৄઉしの内容

（解説ページ）

同一企業内における正規と非正規との৑のਂ合৶な待
遇の差をなくし、
どのような雇用形態を選択しても
待遇に納得して働き続けられるようにすることで、
多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。

઱ষ期঩
2020ফ４া1日
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法（注）の適用は2021ফ４া1日

（注）パートタイム労働法は有期雇用労働者も法の対象にஅまれることとなり、法൅のറูも

「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。

別紙２
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（１）パートタイム労働者・有期雇用労働者

「均衡待遇規定」の内容
①職務内容※、⋈職務内容・配置の変ಌ෇೧、⋉その౎の事情
の相違を考慮してਂ合৶な待遇差を禁止

「均等待遇規定」の内容
①職務内容※ 、⋈職務内容・配置の変ಌ෇೧が同じ場合は差別的਄ඞい禁止
※ 職務内容とは、業務の内容ٔ責任のங২をいいます。

①ਂ合৶な待遇差をなくすための規定の整備
裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」
をパート・有期・派遣で統一的に整備します※。

パート 有期 派遣
均衡待遇規定 ○ → ◎ ○ → ◎ △ → ○＋労使協定

均等待遇規定 ○ → ○ × → ○ × → ○＋労使協定

ガイドライン × → ○ × → ○ × → ○

【改正前→改正後】○：規定あり △：配慮規定 ×：規定なし ◎：明確化

（現在）

（改正後）

➊ 均衡待遇規定の明確化
それぞれの待遇（※）ごとに、当該待遇の性質･目
的に照らして適જとੳめられる事ੲを考慮して
判断されるべき旨を明確化。
※基本給、賞与、役職手当、୫事手当、ૣਹௐে、教育訓練など

➋ 均等待遇規定
新たに有期雇用労働者も対象とする。

※ 派遣については派遣先との均等・均衡または労使協定による待遇決定（次ページ参照）

○ 均衡待遇規定
パートタイム労働者…規定あり ／ 有期雇用労働者…規定あり

○ 均等待遇規定
パートタイム労働者…規定あり ／ 有期雇用労働者…規定なし

どのような待遇差が
ਂ合৶に当たるか、
明確性を高める必要
がありました。

➌
待遇ごとに判断す
ることを明確化し、
ガイドライン
の策定などに
よって規定の解釈
を明確に示します。

（現在）

（改正後）

１

２

３

４

５

➍➎は次ページ参照
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○ 派遣労働者と派遣先労働者との均等
待遇・均衡待遇規定を創設。

○ 教育訓練、ૣਹௐে施設のਹ用、就
業環境の整備など派遣先の措置の規
定を強化。

待遇情報の提供義務

派遣 派遣元
均等／均衡

派遣元

労使協定
遣
派
遣派遣先

・賃স決定方法（次の(イ)、(ロ)に該当するものに限る）
(イ) 協定対象の派遣労働者が従事する業務と同ரの業務に従事する一ಹ労働者の਴均的な賃সપと同等以上の賃

সપとなるもの
(ロ) 派遣労働者の職務内容、成果、意欲、ચৡ又は経験等の਱上があった場合に賃সが改ఒされるもの

・派遣労働者の職務内容、成果、意欲、ચৡ又は経験等を公正に௬੼して賃সを決定すること
・派遣元事業主の通常の労働者（派遣労働者を除く）との間にਂ合৶な相違がない待遇（賃সを除く）の決定方法
・派遣労働者に対して段階的・体系的な教育訓練を実施すること

（２）派遣労働者
①ਂ合৶な待遇差をなくすための規定の整備

（現在）

（改正後）

○ 下のいずれかを確保することを義務化します。（前ページの表➍）
（１）派遣先の労働者との均等・均衡待遇
（２）一定の要件を満たす労使協定による待遇

※ 併せて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する
派遣元への情報提供義務を新設します。

○ 派遣先事業主に、派遣元事業主が上記⑴⑵を順守できるよう派遣મসのપの配慮
義務を創設。

○ 均等・均衡待遇規定の解釈の明確化のため、ガイドライン（指針）の策定。
根拠を規定。（前ページの表➎）

○ 派遣労働者と派遣先労働者の待遇差 ⇒ 配慮義務規定のみ

＜考え方＞
● 派遣労働者の就業場所は派遣先であり、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮する上で、
派遣先の労働者との均等・均衡は重要な観点です。

● しかし、派遣先の賃স਷૆と職務の୔ಔ২が常に整合的とは੉えないため、結果として、派
遣労働者の段階的・体系的なय़কজ॔॔ॵউ支ରとਂ整合な事ଙをഃくこともあり得ます。

● こうした状況を踏まえ、以下の２つの方式の選択制とします。
１）派遣先の労働者との均等・均衡待遇
２）一定の要件を満たす労使協定による待遇

★ 派遣労働者の待遇差に関する規定の整備にあたっては、
「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の選択制になります。

（１）派遣先労働者との均等・均衡方式

（２）労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式
派遣元事業主が、労働者の過半数で組
織する労働組合又は労働者の過半数代
表者と以下の要件を満たす労使協定を
締結し、当該協定に基づいて待遇決定。
(派遣先の教育訓練、ૣਹௐেは除く。）

派遣先



○ 本ガイドライン案は、いわゆる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者
（有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる
待遇差がਂ合৶なものであり、いかなる待遇差はਂ合৶なものでないのかを示したものである。こ
の੠、๕஑的な事୻として整৶できるものについては、問਻とならない୻・問਻となる୻という஄
で具体୻をહした。なお、具体୻として整৶されていない事୻については、各社の労使で個別具体
の事情に応じて৮૛していくことが望まれる。

○ ০৏、本ガイドライン案については、関બ者の意ৄृব会ଟ৮を踏まえて、最終的に
確定する。

（詳しくはこちら）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
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給与明細書

基本給
円

役職手当
円

通勤手当
円

賞与
円

時間外手当
円

深夜出勤手当
円

休日出勤手当
円

家族手当
円

住宅手当
円

「①職業経験・ચৡに応じて」、「⋈業績・成果に応じて」、
「⋉勤続ফ数に応じて」支給しようとする場合は、①、⋈、⋉
に応じた部分について、同一であれば同一の支給を求め、一定
の違いがあった場合には、その相違に応じた支給を求めている。

無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者・パートタイム
労働者の賃সの決定基૆・ルールの違いがあるときは、「将来
の役સ期待が౮なるため」という主観的・抽象的説明では足り
ず、賃সの決定基૆・ルールの違いについて、職務内容、職務
内容・配置の変ಌ෇೧、その౎の事情の௢観的・具体的な実ଙ
に照らしてਂ合৶なものであってはならない。

役職の内容、責任の෇೧・ங২に対して支給しようとする場
合、無期雇用フルタイム労働者と同一の役職･責任に就く有期
雇用労働者・パートタイム労働者には、同一の支給をしなけれ
ばならない。

また、役職の内容、責任に一定の違いがある場合においては、
その相違に応じた支給をしなければならない。
※ 同様の手当…特殊作業手当（同様の作業の場合）

特殊勤務手当（同様の勤務の場合）
精皆勤手当（同一の業務内容の場合）

有期雇用労働者・パートタイム労働者には無期雇用フルタイ
ム労働者と同一の支給をしなければならない。
※ 同様の手当…単身赴任手当（同一の支給要件を満たす場合）

賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようと
する場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の貢献である有期
雇用労働者・パートタイム労働者には、貢献に応じた部分につ
き、同一の支給をしなければならない。また、貢献に一定の違
いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければ
ならない。

無期雇用フルタイム労働者と同一のৎ間ਗ、೬঩、஥ఽ労働をষった有期雇用労働者・パート
タイム労働者には、同一のસੜ૨等で支給をしなければならない。

家族手当、ક୧手当
等はガイドライン案に
は示されていないが、
均衡・均等待遇の対象
となっており、各社の
労使で個別具体の事情
に応じて৮૛していく
ことが望まれる。

「同一労働同一൛সガイドライン੧」の概要

基 本 給

役職手当等

通勤手当等

賞 与

時間外手当等

ੇఔ手当嵣ક୧手当等



【改正前→改正後】○：説明義務の規定あり ×：説明義務の規定なし

パート 有期 派遣
待遇内容（※） ○ → ○ × → ○ ○ → ○
待遇決定に際しての考慮事項 ○ → ○ × → ○ ○ → ○
待遇୷の内容嵣৶૓ × → ○ × → ○ × → ○
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② 労働者に対する、待遇に関する説明義務を強化します

➊ 有期雇用労働者に対し、本人の待遇内容及び待遇決定に際しての考
慮事項に関する説明義務を創設。

➋ パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、事業
主に正規雇用労働者との待遇差の内容・৶૓等の説明義務（求めた
場合）を創設。

➌ 説明を求めた場合のਂਹஇ਄ඞいరૃを創設。
★ 改正によって、非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や

৶૓」にणいても説明を受けられるようになります。

１

２

３説明を੷めたৃ合のਂਹஇ਄ඞいをరૃ

事業主が労働者に対して説明しなければならない内容を、パート・有期・派遣で
統一的に整備します。

※賃স、ૣਹௐে、教育訓練など

③ ষ৆による事業主への助言・指導等や
裁判外紛争解決手続(ষ৆ＡＤＲ)※の規定を整備します

※ 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

ষ৆による助言・指導等やষ৆ＡＤＲの規定をパート・有期・派遣で統一的に
整備します。

● 有期雇用労働者・派遣労働者について、ষ৆による裁判ਗ紛
争解決手続（ষ৆ADR）の根拠規定を整備。

★ 改正によって、「均衡待遇」や「待遇差の内容・৶૓」に関する説明
にणいても、ষ৆ＡＤＲの対象となります（૮મ）。

【改正前→改正後】○：規定あり △：部分的に規定あり ×：規定なし
（均衡待遇は対象外)

パート 有期 派遣

ষ৆に峲峵ஃ੉嵣੐଑等 ○ → ○ × → ○ ○ → ○
ষ৆ADR △ → ○ × → ○ × → ○
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問い合わせ先
■特集ページ

▶ਫ਼ดডード؟同一労働同一賃স
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

■ パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせ
ௐে労働੄雇用環境・均等局有期・ಢৎ間労働課 （ＴＥＬ）０３－３５９５－３３５２

■ 労働者派遣法の改正に関するお問い合わせ
ௐে労働੄職業安定局需給調整事業課 （ＴＥＬ）０３ー３５０２ー５２２７

■ 具体的な労務ଵ৶の手法に関するお問い合わせ
▶ਫ਼ดডード؟働き方改୓௓ਤ支ରセンター

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

Memo

６


